
 

Ⅰ 主題設定の理由 

 

障害のある人もない人も、基本的な人権を生まれながらにもっており、「障害者権利条約」にあるよ

うに人権を大事にすることが世界で掲げられている。平成 24 年７月 23 日中央教育審議会初等中等教育

分科会における、特別支援教育の推進（報告）より、「『共生社会』とは、これまで必ずしも十分に

社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会であ

る。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員

参加型の社会である。このような社会を目指すことは、我が国において最も積極的に取り組むべき重要

な課題である」と掲げられている。 

本県では、第２期群馬県特別支援教育推進計画（平成 30 年２月）において、「子ども同士が多様性

を認め合える学級経営から、障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶ環境を整えることが必

要であり、子ども一人一人の自己有用感や自己肯定感を高めた上で、一人一人の違いや多様性を認め

合えるような学級経営や、特別支援学級や特別支援学校との交流及び共同学習に積極的に取り組むよ

うな学級経営が一層求められる」とあり、第３期群馬県教育振興基本計画（2019 年度～2023 年度）

基本施策の中では、「共生社会の構築に向け、障害のある児童生徒とない児童生徒との交流及び共同

学習を組織的、計画的に進め、相互理解を促進する」と明記されている。 

 共生社会を目指した交流及び共同学習の構築にあたり、具体的にどのように行うのか各学校の現状

に合わせて考える必要がある。学校では、特別支援教育コーディネーターが指名されており、学校組織

の中心となり特別な教育的ニーズのある児童生徒へ適した学習活動を提供していくことが望まれる。特

別支援教育コーディネーターの役割は学校教育の中で大きいと感じる。中央教育審議会の「特別支援

教育コーディネーターの指名と校務分掌への位置付け（1）特別支援教育コーディネーターの役割」に

よると、「特別支援教育コーディネーターは，学校内の関係者や外部の関係機関との連絡調整役，保護

者に対する相談窓口，担任への支援，校内委員会の運営や推進役といった役割を担う」と明記され、担

任への支援をし、特別支援教育の充実を図ることが求められている。さらに、群馬県教育委員会特別支

援教育課発行「学校サポートパッケージＶer.04」（令和３年３月）では、校内の教職員との連絡調

整、担任への支援等が求められている。 

 以上のことから、小学校において共生社会に向け、児童の多様化が見られる学校教育で行えることの

一つは、交流及び共同学習をより充実させていくことだと考える。通常学級においては特別支援学級児

童と共に学習活動ができるように、親和的な学級づくりや誰もが分かりやすい授業づくりをしていくこ

とが必要となる。それと同時に、特別支援学級児童が自分らしさを発揮して授業に参加するために、特

別支援学級児童を多面的に捉えることが望まれる。そのためには、受け入れる通常学級担任が特別支援

学級児童の実態を理解し、具体的な支援を行うことが欠かせない。また、特別支援学級担任は、特別支

援学級児童の特性や特別支援学級での様子を発信していくことが望まれる。特別支援教育コーディネー

ターが、特別支援学級と通常学級のつなぎ役となり、連携を取りやすくするために、特別支援学級児童

のつまずきが分かるシートや授業に必要とされる手立ての基本を取り入れる授業づくりシートを提供し

ていくことで、特別支援学級児童に必要な支援を講じることができ、特別支援学級児童は、学習活動の

困難さが減り、通常学級でできることが増えると考える。さらに、できることが増えていくことで、特

別支援学級児童が安心して自分らしさを発揮して学習に取り組むことができる。この関わりを重ねてい

くことが、通常学級児童と特別支援学級児童とが互いに認め理解し合う気持ちにつながると考え、本主

題を設定した。 

 

Ⅱ 研究のねらい 

 

通常学級児童と特別支援学級児童との交流及び共同学習において、特別支援教育コーディネーター

が、「心のつぶやき伝えるシート」を基に、特別支援学級児童の実態に応じた具体的な支援や授業に

必要とされる手立ての基本を取り入れた授業づくりを提案する。その提案を通常学級担任が実践する
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